
改正住宅セーフティネット法及び前年度モデル事業の課題等を踏まえた単身高齢者等の賃貸住宅へ
の円滑入居促進事業（株式会社Ｒ６５）

身寄りのない高齢者の賃貸契約が困難な状況がある
（主な原因：連帯保証人がいない／緊急連絡先がない）

課題

本事業では、令和７年１０月の改正住宅セーフティネット法施行を踏まえて、前年度事業で判明した課題
等の解決を目指すことで、単身高齢者等の賃貸住宅への円滑入居に向けて寄与し、当社ビジョンの実現
に近づけていく。

目的

①家賃保証会社や不動産会社等との実案件を踏まえた具体的な協議等の実施
②入居後に身寄りがなくなった場合への対応策に関する調査・検討
③住宅セーフティネット法改正を踏まえた各種取組

①居住支援法人に対する現状に関する調査及び受任者となるためのスキームの整理（ヒアリング及びセ
ミナー等での周知の実施）

②不動産会社等に対する周知に関する取組（終身建物賃貸借制度を踏まえた広報物の制作及びセミ
ナー等での周知の実施）

取組内容

家賃保証会社、不動産会社等、居住支援法人といったステークホルダーとの協議や調査を踏まえて、現
状の課題の明確化及び対応策の検討を行うことができた。これらの成果を踏まえて、広報物を制作し、ま
たこれを活用したセミナーを実施し、周知に取り組むことができた。

成果

●制作した広報物 ●入居後に身寄りがなくなった場合への対応策に関する調査結果（一部）


